
（ご参考）新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進

のための支援事業の請求書・実績報告書（エクセル）の入力について 

 

【シート「診療所用」】 

診療所が行う請求（時間外・休日加算の請求及び個別接種促進のための支援事

業のうち別紙に示す「①診療所における接種回数の底上げ」、「②接種施設数の増

加」の請求）について、請求書及び実績報告書を作成します。 

 

必要に応じて、   で着色されているセルに対して必要な入力を行います。

（適宜、白色のセルに入力を行って構いませんが、数式等が入っているセルを編

集する場合、自動計算されるようになっている接種合計数、請求金額等が影響を

受けますので、ご注意ください。） 

 

 
 

●時間外・休日加算の請求 

「時間外・休日加算の請求」を行う場合は、実績報告書の４月１日以降の時

間外・休日の接種数について、該当する日付の欄に入力します。時間外・休日

加算の接種数には、接種まで至らずとも、予診のみのものも計上できます。 

接種数を入力すると、シート内の下方にある「コロナウイルスワクチン接種

の時間外及び休日対応に係る請求書」に自動的に請求額が表示されます。 

 



 

その他、市町村への情報提供として、標榜する診療時間、口座情報等を記載し

て、印刷してださい。 

 

 

 

 

●個別接種促進のための支援事業の請求 

「個別接種促進のための支援事業の請求」を行う場合は、５月９日以降の接種

数について、該当する日付の欄に入力します。個別接種促進のための支援事業の

接種数には、接種まで至らず、予診のみとなった案件は計上できません。 

 

 
 

 

 

 

 



J 列「週の回数区分」には、接種回数に応じて、「150 回以上」「100 回以上」

「100 回未満」が表示されます。接種回数に応じて自動的に表示されますが、以

下の例示のような場合には、請求者において手動で選択することもありますの

で、適宜対応ください。 

 

 
 

【具体例】 

第１週～第５週 150 回（5回） 

第６週～第８週 100 回（3回） 

第８週以降   100 回未満 

 

上記のような場合に、第１～第５までで 150 回を 5回とカウント（①）す

る場合と、第１～第４を 150 回以上、第５～８を 100 回以上とカウント（②）

した場合とで、請求額に差が出る。 

 

① 150×5×3,000+100×3×0＝2,250,000 

② 150×4×3,000+（100×3+150×1）×2,000＝2,700,000 

 

このような場合に、150 回以上接種した週について、「150 回以上」から

「100 回以上」に変更するかは請求者の判断となる。下図のとおりリストか

ら選択して変更を行う。 

 

 

 

J 列「週の回数

区分」↓ 



 

各日付けにおける接種数の入力及び「週の回数区分」の設定後、シートの下方

にある「個別接種促進のための支援事業に係る請求書（診療所）」に自動的に請

求金額及び内訳が表示されます。内容についてご確認後、印刷ください。 

 
 

 

その他、市町村への情報提供として、口座情報も記載してださい。 

 

 
 

  



 

【シート「病院用」】 

病院が行う請求（時間外・休日加算の請求及び個別接種促進のための支援事業

のうち別紙に示す「②接種施設数の増加」、「③「病院」における接種体制の強化」

の請求）について請求書及び実績報告書を作成します。 

 

必要に応じて、   で着色されているセルに対して必要な入力を行います。

（適宜、白色のセルに入力を行って構いませんが、数式等が入っているセルを編

集する場合、自動計算されるようになっている接種合計数、請求金額等が影響を

受けますので、ご注意ください。） 

 

 
 

●時間外・休日加算の請求 

「時間外・休日加算の請求」を行う場合は、実績報告書の４月１日以降の時

間外・休日の接種数について、該当する日付の欄に入力します。時間外・休日

加算の接種数には、接種まで至らずとも、予診のみのものも計上できます。 

接種数を入力すると、シート内の下方にある「コロナウイルスワクチン接種の

時間外及び休日対応に係る請求書」に自動的に請求額が表示されます。 

 

 



その他、市町村への情報提供として、標榜する診療時間、口座情報等を記載し

て、印刷してださい。 

 

 

 

 

●個別接種促進のための支援事業の請求 

「個別接種促進のための支援事業の請求」のうち別紙に示す「②接種施設数の

増加」の請求を行う場合は、５月９日以降の接種数について、該当する日付の欄

に入力します。50 回/日を達成した日の日数が合計欄にカウントされます。 

また、個別接種促進のための支援事業の接種数には、接種まで至らず、予診の

みとなった案件は計上できません。 

 

 

 

 

 

 

↑5月 17 日は 50 回以下なので右の

日数にカウントされない 

↑50 回以上接種

を行った日数 



 

また、「個別接種促進のための支援事業の請求」のうち別紙に示す「③病院に

おける接種体制の強化」に係る請求を行う場合は、５月９日以降で特別な体制を

組んだ人員の勤務の延べ時間について、該当する日付の欄に入力します。上記の

「②接種施設数の増加」の請求に係る接種数について、50 回/日を達成した日に

ついて、合計時間に計上されます。 

 

 

 

 

各日付けにおける「接種回数」「(特別体制)医師の延べ時間」「(〃)看護師等の

延べ時間」の入力を行うと、シートの下方にある「個別接種促進のための支援事

業に係る請求書（病院）」に自動的に請求金額及び内訳が表示されます。内容に

ついてご確認後、印刷ください。 

 
 

 

 

↑勤務延べ

時間の合計
5月 17 日は 50 回以下なので勤務延べ

時間の合計欄にカウントされない 



その他、市町村への情報提供として、口座情報も記載してださい。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 紙 


